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「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間」解除のお知らせ 

 

当社株式は、平成20年６月２日付で大酒販株式会社（非上場）を株式交換により完全子会社化したこと等

により、株式会社東京証券取引所より「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入り銘柄」の指定

を受けておりましたが、本日付で「猶予期間入り銘柄」から解除されましたことをお知らせいたします。 

 

１．これまでの経緯 

当社（旧社名：株式会社ジー・エフ）は、平成20年６月２日付で株式交換により大酒販株式会社（非

上場）を完全子会社化および、会社分割により持株会社化（旧社名：株式会社ジー・エフグループ）い

たしました。 

   当該株式交換および会社分割に伴い、当社は実質的な存続会社でないと認められることから、有価証

券上場規程第６０３条第１項第６号（関連規則は同規程第６０１条第９号ａ）の定めにより、株式交換

および会社分割の効力発生日から猶予期間に入ることとなりました。 

当社では株式会社東京証券取引所の「新規上場審査基準に準じた基準」に適合しているかどうかの審

査を受けてまいりましたが、今般、同基準に適合すると認められ、猶予期間を解除されることとなりま

した。 

 

２．今後について 

当社株式は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場において、証券コード：3751として、従前と変わ

らず、上場が継続されることとなります。 

当社といたしましては、技術サービス事業を担う連結子会社「国際航業ホールディングス株式会社（東

京証券取引所第１部 証券コード：9234）」の太陽光発電等に代表されるグリーン・インフラ事業を促

進し、「グリーン・インフラストラクチャー」企業として当社グループが掲げる「技術と金融の融合」

を一層深めるとともに、国づくりに不可欠な地形図の整備を担い効率経営を行いながら、引き続き、企

業価値の向上に努力してまいります。 

当社グループは、このたびの東北地方太平洋沖地震の復興と国づくりのため全力をあげて努めてまい

る所存です。 

株主ならびに関係者の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。 
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